
規  則 

 埼玉県放置違反金に係る督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

  平成29年２月28日 

埼玉県公安委員会委員長 木 村 健 司 

埼玉県公安委員会規則第２号 

   埼玉県放置違反金に係る督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則の一部

を改正する規則 

埼玉県放置違反金に係る督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則（平成18年埼玉

県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第１号中「記載の金融機関」を「記載のとおり」に、「納付場所の金融機関」を「納

付場所」に改める。 

別記様式第２号を次のように改める。



 

 

別記様式第２号（第２条関係） 
 
 

埼玉県収納済通知書  ○督                公 
通常払込料金
加入者負担

 
埼玉県納入通知書
兼払込金受領証

  公 
通常払込料金
加入者負担

  埼玉県納入通知書兼領収書 

 加入
者名 

 
口座記号 
番 号 

 金 額 
 

円 
  加入者名  

口 座

記 号

番 号 

 

  加入者名  
口座
記号
番号 

 金額 
 

円  
 

    収納機
関番号 

 
納付
番号 

 
 

 収納機関

番 号 
 

納付

番号 
 

確認

番号 
 

納付

区分 
   金額 円    

   ゆ
う
ち
ょ
銀
行
又
は
郵
便
局
で
の
お
支
払
の
場
合
は
、
左
側
の
２
枚
だ
け
を
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

確認
番号 

 
納付
区分 

 
納入
期限 

年  月  日  
 

 
納入
期限 

年  月  日 
納付
目的 

 

  納入者  

   様 納付

目的 
 

 

 
▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼     ▼ 

    

 

 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 上記の金額を納入してください。                  年  月  日 

 

 

 歳入徴収権者                                 印 

 

 

 納入場所 

  埼玉県指定金融機関、埼玉県指定代理金融機関、埼玉県収納代理金融機関、 

  放置違反金収納事務に関して埼玉県と契約したコンビニエンスストア 
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（会計管理課保管・コンビニ本部控） 

 

         

       
（金融機関保管・コンビニ店舗控）  （納入者保管） 

 

 



   附 則 

 この規則は、平成29年３月１日から施行する。 


